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９章 整備優先度の設定 

９.１ 整備優先度の考え方 

前章で抽出した自転車ネットワーク整備対象路線について、整備優先度の

高い路線から順次整備を行っていきます。 

整備優先度は以下の視点から設定します。 

①自転車利用が多く見込まれる路線 

前章の「多くの利用が見込まれる路線」は、主要施設とのアクセス路線

やアンケート調査による利用者の多い路線等を重ね合わせて抽出した、多

くの自転車利用が見込まれる路線です。 

抽出の際には、様々な項目で得点化を行っており、得点の高い路線ほど

多くの利用があると考えられます。多くの利用が見込まれる路線こそ、利

用者のニーズが高く、整備優先度も高いと考えられます。 

 

②安全性に配慮すべき路線 

前章で抽出した「安全性に配慮すべき路線」は、様々な視点からとらえ

た自転車と歩行者、自動車の錯綜が懸念される箇所です。鉄道駅周辺など

多くの人が集中するエリアでは、自転車通行空間の整備で自転車が適切な

場所を走ることにより、自転車と歩行者、自動車が安全に通行することが

できるものと考えられます。 

ただし、商店街内や通学路などは自転車通行空間の整備によって自転車

の通過交通（その場所が目的地ではない、通過するだけの交通）を呼び込

み、かえって歩行者の安全性を損なってしまう恐れもあるため、詳細に検

討する必要があります。 

 

③自転車通行空間整備済み路線を補完する路線 

区内には既に自転車通行空間整備済みの路線がありますが、未整備区間

があってネットワークとしての連続性が保たれていない路線も存在しま

す。 

自転車ネットワークとしての連続性の確保という観点から、整備済み路

線を補完する前後区間についても早急な整備が必要だと考えられます。 
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①～③の視点から、「①自転車利用が多く見込まれる路線」で指標による

得点が高い（５点以上）路線と「②安全性に配慮すべき路線」が重なる区間

について優先度を高く位置づけます。 

次いで①高得点の路線と②、どちらか一方に該当する路線、最後にいずれ

も当てはまらない路線を位置づけます。 

「③自転車通行空間整備済み路線を補完する路線」については補助的な扱

いとして、同じ優先度内で先行して整備すべき路線として位置づけることと

します。 

優先度の高い順に優先度Ａ、優先度Ｂ、優先度Ｃとした場合の自転車利用

と安全性の関係を下表に示します。 

優先度の選定にあたってはネットワークの連続性という観点から、優先度

の低い路線が一部含まれていても、その区間を含めて優先度を高く設定する

ことを考慮します。 

 

表 ９-１ 優先度と自転車利用、安全性の関係 

 
自転車利用が多く見込ま

れる路線（５点以上） 
左記以外 

安全性に配慮

すべき路線 
優先度Ａ 優先度Ｂ 

上記以外 優先度Ｂ 優先度Ｃ 
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９.２ 整備優先度の設定 

「９.１」で示した考え方に基づき、各路線の整備優先度を設定します。 

自転車ネットワークの整備優先度は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ９-１ 整備優先度 
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前ページで示した指標に基づく整備優先度の設定では、連続する区間の優

先度が異なる等、実際の整備事業に問題が生じる可能性があります。 

そのため、ネットワークの連続性や施工性等を考慮して、整備優先度を補

正しました。 

 

補正した整備優先度を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ９-２ 整備優先度（補正） 

表 ９-２ 整備優先度別延長（区道） 

 

 

 

 

 
注：小数点以下第２位を四捨五入した値を表示しているため、各項目の合計値と「自転車ネットワーク計」の値は一致しない 

  

延長（km）
優先度Ａ 7.0
優先度Ｂ 9.8
優先度Ｃ 20.6
整備済み 21.8

自転車ネットワーク計 59.3
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１０章 整備形態の検討 

１０.１ 整備形態の考え方 

「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（以下、ガイドライン）

では自転車は「車両」であるという大原則を踏まえ、「自転車が車道を通行す

るための道路空間について検討するものとする」とあるため、自転車通行空間

の整備形態としては基本的に車道通行を前提として検討します。 

ガイドラインでは図 １０-１に示すとおり、自動車の速度が高い道路（Ａ）

では、自転車と自動車を構造的に分離し、速度が低く自動車交通量が少ない道

路（Ｃ）では、自転車と自動車は混在通行、その中間にあたる交通状況の道路

（Ｂ）では、自転車と自動車を視覚的に分離するものとする、としています。 

また、本来整備すべき完成形態での自転車通行空間整備が当面困難な場合、

かつ車道通行している自転車利用者、今後、車道通行に転換する可能性のある

自転車利用者の安全性を速やかに向上させなければならない場合には、車道通

行を基本とした暫定形態（完成形態が自転車道の場合は自転車通行帯または車

道混在、完成形態が自転車通行帯の場合は車道混在）により車道上への自転車

通行空間整備を行うものとする、としています。 

 

 

図 １０-１ 交通状況を踏まえた整備形態の選定（完成形態）の考え方 

資料：国土交通省道路局 警察庁交通局「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（2016（平成 28）年７月） 

注：「自転車通行帯」は、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」では「自転車専用通行帯」と表記されてい

るが、「品川区道路の構造の技術的基準に関する条例」の表記と合わせ本文中では「自転車通行帯」と表記してい

る。以下同様。 
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図 １０-２ 具体的な整備形態（イメージ） 

資料：国土交通省道路局 警察庁交通局「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（2016（平成 28）年７月） 
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１０.２ 整備形態の概要 

自転車通行空間の基本的な整備形態は前述のとおり、 

 

・自転車道 

・自転車通行帯 

・車道混在 

 

の大きく３パターンとなります。 

ただし、車道混在は歩道の有無で整備形態が異なります。また、現況にお

いては自転車が通行する位置に歩道も含まれています。 

このことから、現況における自転車通行空間の整備形態、通行位置として

は以下の６パターンが考えられます。 

 

・自転車道 

・自転車通行帯 

・車道混在（歩道のある道路） 

・車道混在（歩道のない道路（路側帯あり）） 

・歩道（普通自転車の歩道通行部分の指定あり） 

・歩道（普通自転車の歩道通行可） 

 

各整備形態における定義（品川区道路の構造の技術的基準に関する条例

（以下、道路構造条例）、道路構造令、道路交通法による法的根拠）を次ペ

ージ以降に示します。 
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表 １０-１ 各整備形態における定義（道路構造条例、道路構造令、道路交通法による

法的根拠）（１／３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
資料：国土交通省道路局地方道環境課 警察庁交通局交通規制課「自転車利用環境整備ガイドブック」(2007（平成 19）年 10 月) 

国土交通省道路局 警察庁交通局「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（2016（平成 28）年７月） 
より作成  
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表 １０-２ 各整備形態における定義（道路構造条例、道路構造令、道路交通法による

法的根拠）（２／３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
資料：国土交通省道路局地方道環境課 警察庁交通局交通規制課「自転車利用環境整備ガイドブック」(2007（平成 19）年 10 月) 

国土交通省道路局 警察庁交通局「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（2016（平成 28）年７月） 
より作成 

注：車道混在の幅員については一部「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」の定義を用いた 
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表 １０-３ 各整備形態における定義（道路構造条例、道路構造令、道路交通法による

法的根拠）（３／３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省道路局地方道環境課 警察庁交通局交通規制課「自転車利用環境整備ガイドブック」(2007（平成 19）年 10 月) 
国土交通省道路局 警察庁交通局「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（2016（平成 28）年７月） 
より作成 
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１０.３ 自転車通行空間の標準的な構造 

（１）単路部 

単路部における自転車通行空間の整備形態は幅員によって選定します。 

選定基準は道路構造条例に基づき、表 １０-４のとおり設定しました。 

各整備形態の整備イメージについては次ページ以降に示します。 

 

表 １０-４ 整備形態の選定基準 

 
資料：品川区「品川区道路の構造の技術的基準に関する条例」より作成 

※：矢羽根型路面標示の標準仕様（案）では、標示の幅を 0.75ｍ以上としている。 

注：自転車通行帯および車道混在は道路の交通量等の状況において判断するものとする。 

  

片側 両側

自転車道 2ｍ 4ｍ やむを得ない場合、片側1.5ｍ（両側3ｍ）でも可

自転車通行帯 1ｍ 2ｍ やむを得ない場合、片側0.75ｍ（両側1.5ｍ）でも可

車道混在 0.75ｍ 1.5ｍ ※

自転車通行空間整
備可能幅員 備考整備形態
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図 １０-３ 自転車道の整備イメージ 

資料：国土交通省道路局 警察庁交通局「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（2016（平成 28）年７月） 
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図 １０-４ 自転車通行帯の整備イメージ 

資料：国土交通省道路局 警察庁交通局「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（2016（平成 28）年７月） 

に一部加筆 

注 

注 

注：道路構造条例では自転車通行帯について「幅員 1ｍ、やむを得ない場合は 0.75ｍ」としている。 
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図 １０-５ 車道混在の整備イメージ 

資料：国土交通省道路局 警察庁交通局「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（2016（平成 28）年７月） 
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（２）交差点部 

自転車通行空間同士の交差点については、交差点手前まで路面標示を設置

するのではなく、交差点内にも路面標示を設置し、進行方向および自動車と

混在することを示して交差点内の安全な通行を促します。 

また、交差点内に余裕のある場合には、二段階右折する自転車の滞留スペ

ースを明確にする路面標示を設置することも検討します。 

 

図 １０-６ 交差点の整備イメージ（車道混在の例） 

資料：国土交通省道路局 警察庁交通局「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（2016（平成 28）年７月） 

 

 

図 １０-７ 二段階右折の滞留スペース 

資料：国土交通省道路局 警察庁交通局「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（2016（平成 28）年７月） 
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（３）自転車ネットワーク端部の処理 

ネットワーク端部の交差点部において、突然通行空間を打ち切ったり、安

易に自転車通行空間を歩道通行へ誘導したりするのではなく、交差点部を超

えたところまで路面表示を設置するなど、適切な交差点処理を行うことを基

本とします。 

 

図 １０-８ 自転車ネットワーク端部の処理 

資料：国土交通省道路局 警察庁交通局「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」（2016（平成 28）年７月） 
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